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信号復帰総動作(本文前ベージ)
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し巡送契約に関する特

則，ならびに船荷証券

等について規定されて

いる。

物品巡送は通常運送

人が委託者に対し， そ

の保管の下に物品を巡

送することを引受ける

契約にもとづいて行わ

れる。物品運送契約は

訂i負契約の 1 種に属す

るが， 完成されるべき

仕事が物の場所的移動

である点にその特色が

ある。この契約は大量

的取引として定型化さ

れ，イサ合契約の形式を

とるのが普通であり，

鉄道その他多くの陵上

運送業者は， 原則とし

てこの契約の締結を強

制され， また運送条件

の公示義務を課せられ

ている(鉄道営業法第

3 ・ 6 条， 道路遜送法第

13 ・ 1 5 条)。契約の当

事者は運送人とこれに

述送を委託する者すな
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2 取扱品種 I反扱品極については戦前は主食，味噌，健前h ， わち荷送人て・ある。

燃料などの主主~ Ifl~を主とし ， 資金その他に余裕がある場合に雑 鉄道における物 1品運送はいわゆる貨物ì'il!送が主であるが，他

:l'rその他を取扱っていた。その後戦時中統制経済により取扱品 に旅客列車で紛送される小荷物運送も行われている。鉄道の物

衝が制限されたが， 今日では主食(配給機関として取扱う )， 各 品巡送に関しては，鉄道営業法および，同法の委任にもとづ く

極燃料，味噌， 醤 iflj，砂糠， 食品類，繊維品，薬品， 化粧品， 鉄治迎紛規程あるいは国有鉄道運賃法などの法令が制定されて

履物類等の各品衛にわたってその取扱いを行っている。 いる。これらは商法および民法に優先して適用される特別法令

3 物資の仕入 物資の仕入については， 原則として本部ま である。また貨物主li送規則，旅客および荷物巡送規則は国鉄が

たは支部の管理者がこれにあたるのであるが，事業所長も生業 公示の形式をもって定めた運送規則で、あ っ て， 対外関係におい

子，その他の食品などの本部または支部が直接仕入できないも ては鉄道巡送契約の約款としての性質を有するとともに，対内

の ， または託送に不便なものは例外として仕入することができ 関係においては関係従事員に対する総裁の発した職務命令とし

る。 ての性質を有している。そのほかにも鉄道物品運送に関して法

4 物資の配給配給の方法は店舗波しと ， 木炭その他の燃 令‘規則類が多く定められている。

料などの配達扱であるが，辺ぴな地方では間給率をも って巡回 なお通信連送すなわち信書の運送も性質上は物品運送に属す

配給もし， その物資代金は現金放と， (:云裂に より 迎月の給料か るともいえるが， わが国ではこれは国家の独占にかかり私人の

ら差引する後払扱との 2 種であるが， 高額な特殊品については 経営を許さず，その幸IJm関係も公法関係と解すべきであり ， こ

月賦配給の制度を認めている。(河村秀夫) れには一般の運送法規は適用されない。

ぶ っぴんう んそう 物品運送 物品をある場所から 他の I場所 一--->迎送契約。 迎送人の権利。運送人の義務。

へ運送することをいい， 旅客運送とともに運送の 2 大分野を形 参考文献 喜安健次郎著 述送営業。石井l照久務改訂商法

成している。その特質としては ① 物品は他動的であって物 (j匂行為法海商法)0 (菱谷1I1'l!JJ)

品の受取 ・ 保管 ・ ~ I i度等のような俊幸1Êな関係を生ずる ②物 ぶ っ びんのかいけい きかん 物品の会計機関 (国鉄の) 国

品は片道連送をi京貝Jj とする。等をあげることができる。 欽における物品の会計をつかさどる機関は，物品出納長，物品

物品運送は鉄道 ・ 自動車 ・ 海上 ・ 航空いずれの211輸犠|刻につ 出納役および物品出納員をも って構成されている。

いても行われる。通常は営業として行われ，商法上は陵上主li送 1 物品出納長 物品の会計 総!開中命令系統に属する機関で

(第 570 条以 Fl と海上運送(第 737 条以下)とに分けて規定され. あ っ て ， 物品の出納事務について自己に所属する物品出納役に

陸上巡送に関しては，主として迎送人の権利 ・ 巡送人の義務 ・ 対して，命令#ITを行使する権限を総裁から与えられている者を

相次運送に関する特別 ・ 貨物引換証等について規定されており， いう。任命形式については，鉄道物品事務規程(以下事務規程

また海上述送に関しては， 主として物店1述送契約(用船契約お という)の別表第 1 号表の日H考の定めるとこ ろによれば，同表の

よび箇品巡送契約)の成立 ・ 内容・終了 ・ 再運送契約および通 物品w納長らんに掲げられている軟にある者は， 所属物品出納




